
現行の水量区分による
使用料改定(案)の検証



現行の水量区分による使用料改定案
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【参考】使用料改定案（現時点における考え方）

現行の水量区分による使用料改定案
水道の使用量

基本料金 ８ までの水量 1,320 円
８ を超え
２０ までの水量 170 円
２０ を超え
５０ までの水量 175 円

５０ を超える水量 180 円
基本料金 １００ までの水量 2,500 円
超過料金
（１ につき）

１００ を超える水量 25 円
公衆浴場用

金　額

一般用 超過料金
（１ につき）

改定率
15.15％
14.71％
14.29％
13.89％
改定なし
改定なし

水道の使用量

基本料金 ８ までの水量 1,520 円
８ を超え
２０ までの水量 195 円
２０ を超え
５０ までの水量 200 円

５０ を超える水量 205 円
基本料金 １００ までの水量 2,500 円
超過料金
（１ につき）

１００ を超える水量 25 円
公衆浴場用

金　額

一般用 超過料金
（１ につき）

水道の使用量

基本料金 ８ までの水量 1,320 円
８ を超え
２０ までの水量 170 円
２０ を超え
５０ までの水量 175 円

５０ を超える水量 180 円
基本料金 １００ までの水量 2,500 円
超過料金
（１ につき）

１００ を超える水量 25 円
公衆浴場用

金　額

一般用 超過料金
（１ につき）

水道の使用量

基本料金 ８ までの水量 1,520 円

５０ を超える水量 208 円
基本料金 １００ までの水量 2,500 円
超過料金
（１ につき）

１００ を超える水量 25 円

金　額

超過料金
（１ につき）

８ を超え
５０ までの水量 195 円

改定率
15.15％
14.71％
11.43％
15.56％
改定なし
改定なし



下水道使用料引き上げの影響（１カ月あたり）
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使用料改定(案)
（現時点の市の考え方）

現行の水量区分による
使用料改定(案)

（単位：円） （単位：円）
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１カ月150

１カ月100

１カ月70

１カ月50

１カ月30

１カ月20

１カ月15

影響額4,212円
（14.66％）

影響額1,189円
（12.79％）

影響額1,793円
（13.60％）

影響額2,700円
（14.20％）

影響額405円
（14.94％）

影響額756円
（13.70％）
影響額540円
（14.88％）
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１カ月150

１カ月100

１カ月70
１カ月50

１カ月30

１カ月20
１カ月15

影響額405円
（14.94％）

影響額540円
（14.88％）

影響額810円
（14.68％）

影響額1,351円
（14.53％）

影響額1,890円
（14.33％）

影響額2,700円
（14.20％）

影響額4,060円
（14.13％）

１人あたり１カ月水量７ ８ ２人世帯１４ １６ ／３人世帯２１ ２４ ／４人世帯２８ ３２ 
５人世帯３５ ４０ ／６人世帯４２ ４８ 


